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金融商品取引法（関連する銀行法等を含みます）では、投資家区分制度の導入により、お客様は

「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客（一般投資家）」に区分され、一般投資家に対しては契

約締結前に所定のリスク説明書面の交付が必要となるなど一層の顧客保護が図られます。また、

本制度では、お客様のお申出に基づく弊行の承諾により、契約の種類毎に、「特定投資家」を「一

般投資家」にまたは「一般投資家」を「特定投資家」に移行することが認められています。このうち、

「一般投資家」から「特定投資家」への移行に関しましては、移行期間を定めることとされており、

弊行法人金融統括本部、トレジャリー・アンド・トレード・ソリューションズ部門、市場部門および証

券サービス部門では、その末日（期限日）を、弊行の承諾日に拘らず、一律に「承諾日から１年以

内に到来する 8 月 15 日」とすることをお知らせいたします。尚、期限日の翌日以後は、元々の投

資家区分である「一般投資家」となりますので、期限日以後も移行の継続を希望される場合は、更

新のお手続きが必要となります。 
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